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１　問題となる事例

＜想定事例１＞
　XはX製品の製造・販売事業者、YはY製品の
製造・販売事業者であり、X製品とY製品は競
合製品である。XはX製品を事業者Aに販売し、
AはX製品を市場で販売している。YはY特許権
を保有しており、X製品がY特許権に係るY発明

の技術的範囲に属すると考え、事業者Aに対し、
X製品の販売はY特許権を侵害するので、X製品
の販売を中止するよう求める警告書を送付した。
　この警告書をAからの連絡によって知ったX
は、X製品はY発明の技術的範囲に属しないこ
と及びY特許権に係る特許には無効理由があ
ることを理由として、Yに対してAに送付した
上記警告書の撤回を求める通知書を送付した
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特許権侵害警告による信用毀損特許権侵害警告による信用毀損
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